
（参考） 

 

安全委員会（または喀痰吸引等関係者会議）設置規程 

 

（設置の目的） 

第１条 介護職員による喀痰吸引及び経管栄養（以下「喀痰吸引等」という。）に関す

る業務の実施に当たって、施設・事業所内に安全委員会（または喀痰吸引等関係者

会議）を設置する。 

 

（協議内容） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討・協議する。 

 (1) 介護職員による喀痰吸引等業務の実施方針および実施計画に関すること。 

 (2) 介護職員による喀痰吸引等業務の実施状況および進捗状況に関すること。 

 (3) 医師および看護職員と介護職員の連携による喀痰吸引等の実施に関する体制

に関すること。 

 (4) 介護職員が喀痰吸引等を実施する場合の手続きおよび業務手順に関すること。 

 (5) 介護職員が喀痰吸引等を実施する際の事故およびヒヤリハット事例の蓄積お

よび分析に関すること。 

 (6) 介護職員が喀痰吸引等を安全に実施するための教育、研修計画等に関すること。 

 (7) 介護職員が行う喀痰吸引等に必要な備品等の衛生管理および感染予防に関す

ること。 

 (8) その他業務の実施に関して必要な事項 

 

（構成） 

第３条 委員会は、事業所・施設の長（管理責任者）、医師および介護職員の指導に当

たる看護師を含む関係者で構成し、構成メンバーは別表のとおりとする。 

２ 委員会の委員長は、施設・事業所の長とする。 

※ その他の関係者の例 

介護支援専門員、相談支援従事者、設置法人や市町村の関係職員など 

 

（会議） 

第４条 委員会は、月に１回開催するものし、必要に応じて委員長の判断で随時開催

することができる。 

２ 会議内容については記録し保存する。 


